
補助対象者 市内に事業所を有する小規模企業者（要件あり）

補助率 補助対象となる費用の1/2（上限50万円）

募集期間 令和8年6月15日（月）～7月31日（金）

応募方法 必要書類を甲斐市商工会窓口に直接提出または郵送

（7月31日必着） （甲斐市商工会：甲斐市篠原2710-1）

※申請書類は商工会を経由して市に提出します。

※提出後、審査を行い補助金の交付の可否を決定し結果を通知します。

詳細はウェブサイトの「実施要領」をご確認ください。

■お問い合わせ先

甲斐市　産業創造課　産業創造係

甲斐市商工会（甲斐市篠原2710-1）

QRコード

貼る

小規模企業者の持続的な発展を後押しするため

経営力向上に繋がる取組みに対して

令 和 8 年 度

最大 50万円 補助します

TEL　055-278-1708

TEL　055-276-2385

甲 斐 市 小 規 模 企 業 者

持 　続 　化 　補 　助 　金

対象となる事業（例）

 　事業継承、販路開拓、人材育成、従業員確保、業務の効率化、生産性向上、

 　経営革新、新商品・新サービスの開発、新分野進出、ITの利活用、事業継

　 続計画または事業継続力強化計画の作成、脱炭素化に係る取組み、その他

　 経営力向上に繋がる取組み


